
【別紙２】 
 

「水生生物の保全に係る要監視項目」 

平成 15 年 11 月 5 日付け環水企発第 031105001 号及び環水管発第 031105001 号環境省水環境部長通知により、有用な水

生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は、生育環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状

況等からみて、現時点では直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて、指針値が

定められている。 

 

要監視項目の水域類型及び指針値 

項  目 水  域 類  型 指 針 値 

クロロホルム 

淡水域 

生物 A 0.7 mg/L以下 

生物特 A 0.006 mg/L以下 

生物 B 3 mg/L以下 

生物特 B 3 mg/L以下 

海水域 
生物 A 0.8 mg/L以下 

生物特 A 0.8 mg/L以下 

フェノール 

淡水域 

生物 A 0.05 mg/L以下 

生物特 A 0.01 mg/L以下 

生物 B 0.08 mg/L以下 

生物特 B 0.01 mg/L以下 

海水域 
生物 A 2 mg/L以下 

生物特 A 0.2 mg/L以下 

ホルムアルデヒド 

淡水域 

生物 A 1 mg/L以下 

生物特 A 1 mg/L以下 

生物 B 1 mg/L以下 

生物特 B 1 mg/L以下 

海水域 
生物 A 0.3 mg/L以下 

生物特 A 0.03 mg/L以下 

4－t－オクチル 

フェノール 

淡水域 

生物 A 0.001 mg/L以下 

生物特 A 0.0007 mg/L以下 

生物 B 0.004 mg/L以下 

生物特 B 0.003 mg/L以下 

海水域 
生物 A 0.0009 mg/L以下 

生物特 A 0.0004 mg/L以下 

アニリン 

淡水域 

生物 A 0.02 mg/L以下 

生物特 A 0.02 mg/L以下 

生物 B 0.02 mg/L以下 

生物特 B 0.02 mg/L以下 

海水域 
生物 A 0.1 mg/L以下 

生物特 A 0.1 mg/L以下 

2,4－ジクロロ 

フェノール 

淡水域 

生物 A 0.03 mg/L以下 

生物特 A 0.003 mg/L以下 

生物 B 0.03 mg/L以下 

生物特 B 0.02 mg/L以下 

海水域 
生物 A 0.02 mg/L以下 

生物特 A 0.01 mg/L以下 

※ 平成 25年 3 月 27 日付け環水大水発第 1303272 号により、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロ

ロフェノールが追加された。 

 

 


